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参考資料

１　仙台市南蒲生浄化センター復旧方針に係る提言書

仙台市南蒲生浄化センター復旧方針に係る提言書

１．南蒲生浄化センターの被害状況について
東北地方太平洋沖地震（以下、「今回の地震」という。）及びこれに伴い発生した津波により、海岸部に

立地する『南蒲生浄化センター』は壊滅的な被害を受けた。

特に海側に位置する水処理施設は、土木・建築構造物の基礎杭や壁が損傷し、ほとんどの機械・電気設

備が水没して使用不能となったことから、施設全体の改築が必要な状態となっている。

貞山堀の西側に位置する管理棟や汚泥処理施設は、海側の水処理施設によって波力が減衰され、浸水深

が浅かったこともあり、水処理施設に比べて被害は軽度であった。浸水被害を受けた１階及び地下階の設

備機器類を中心に相当程度の改修が必要となるが、現位置での原形復旧が望ましいものと考える。

なお、津波襲来時において南蒲生浄化センターに勤務していた職員及び関係企業の社員は、管理者によ

る迅速な避難指示により管理棟に避難し、人的被害を受けなかったことは幸いである。このことから、現

位置での本復旧を図る場合でも、一定の配慮を行えば、安全性の確保が図られるものと考える。

参考までに、被災前の南蒲生浄化センターの施設配置の概要を図１に示す。

図１　被災前の南蒲生浄化センター施設平面図
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２．段階的な処理水質の向上対策について
現在は、水処理施設の機械・電気施設が使用不能な状態にあるため、最初沈殿池での沈殿処理の後、塩

素による滅菌消毒を行う簡易処理により太平洋に放流しており、放流水質は、水質汚濁防止法の基準を概

ね満たしているものの（表１）、下水道法の水質基準（震災前の処理水質）は満たしていない状況にある。

国土交通省及び㈳日本下水道協会の共同設置による「下水道地震・津波対策技術検討委員会」におい

て、水処理施設の応急復旧のあり方について検討がなされ、その第２次提言（以下「第２次提言」という。）

において放流水質の段階的な改善目標が示されたところである。南蒲生浄化センターにおいては、第２次

提言の趣旨を踏まえた応急復旧に取り組んで、放流水質の段階的な向上方策を導入すべきである。

南蒲生浄化センターの本復旧には５箇年間程度の期間が必要と見込まれているが、第２次提言では、本

復旧まで１年以上を要する場合には、３〜６ヶ月程度で「生物処理＋消毒（BOD 15〜60㎎/ℓレベル）」

へ移行すべきとしている。

南蒲生浄化センターにおいて取り組む生物処理方策としては、現存施設での導入可能性及び維持管理費

の縮減等を総合的に比較検討した結果、「接触酸化法」の導入が優位であることが確認された（表２）。

　　　　　　　　　　　　　 表１　平成23年８月現在の放流水質（BOD） （単位 ㎎/ℓ）

採 水 日
１日
（月）

４日
（木）

８日
（月）

11日
（木）

15日
（月）

18日
（木）

24日
（水）

29日
（月）

平均

放流水質 86 110 130 110 120 93 60 110 102

表２　処理方式の比較検討

処理方式 接触酸化法
高速ろ過

＋凝集剤添加
標準活性汚泥法、膜分離活性汚泥法

担体法、回分式活性汚泥法
モデファイド

エアレーション法

現存施設での対応 ○前曝気槽を利用 ○前曝気槽を利用 ×必要容量を確保できる槽
がない

×必要容量を確保
できる槽がない

BOD 60㎎/ℓ以下
の確保 ○BOD 40㎎/ℓ程度 ○ ─ ─

維持管理経費 ○薬品費の負担が少ない
○発生汚泥量が少ない

△薬品費の負担が大きい
△発生汚泥量が多い ─ ─

総合評価 ○ △ ─ ─
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３．非常時における簡易処理機能の確保について
今回の地震では、特高受電鉄塔の倒壊等により停電が長期間にわたり、さらに自家用発電機の燃料調達

も極めて困難な状況となった。

このような状況下においても、市街地から処理場までの地形的要因及び施設配置の特長により、無動力

の自然流下による簡易処理機能が確保されていたため（図３）、下水の使用制限措置や大規模な溢水が発

生しない等、下水道の汚水排除機能が健全に維持されたことは、事業のリスク管理や公衆衛生の確保の観

点から大いに評価できるものと考える。

施設の本復旧案の選定にあたっては、このような南蒲生浄化センターの特長が活かせるような位置及び

施設配置とするべきである。

４．水処理施設の復旧位置について
水処理施設の本復旧を行う位置については、下記理由により、施設の移転・分散化は行わず、現用地又

はその周辺部とすることが経済的かつ合理的である。

○　引続き自然流下による簡易処理ルートを確保するには、現用地又はその周辺部での本復旧が望まし

いこと。

図２　接触酸化法の施設配置、処理フロー

図３　現状施設の水位関係及び簡易処理ルート
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○　汚泥処理施設は、現位置での原形復旧となることから、汚泥処理施設と近接して水処理施設を本復

旧させることが、復旧期間、復旧事業費、維持管理性、維持管理費等の点で優位であること。

○　水処理施設の移転や分散化による新設は、南蒲生浄化センターを中心に構築された管路・ポンプ場

の下水道ネットワークの抜本的変更が必要となり、相当の期間と膨大な事業費を要し、実現可能性が

低いこと。

５．津波対策について
南蒲生浄化センターは、臭気対策のため、最初沈殿池の一部に簡易な覆蓋を設置していたが、その他の

沈殿池等には覆蓋を設置していない状態にあった。

また、現場操作盤やゲート開閉装置等は露天の状態で設置され、土木・建築構造物も津波に対応する構

造とはなっていなかった。

このような施設構造が、壊滅的な津波被害の要因となったことは明らかであり、この津波被害の経験を

活かして、津波対策を強化する本復旧に取り組む必要がある。

施設構造の津波対策としては、施設の地下化や施設の設置高の持ち上げ（施設持上式）や覆蓋の設置（覆

蓋式）等の手法があるが、維持管理性や建設費・維持管理費を考慮すると、施設持上式、覆蓋式に優位性

が認められる。

なお、作業員の安全確保については、万全の対策を講ずるべきことから、津波高に対して十分な対策が

とられている管理棟や本復旧後のポンプ・ブロワ棟を避難拠点とすることに加えて、独立した避難塔を設

置することにより、敷地のどこからでも十分な避難時間が確保できる措置を講ずるべきである。

次に、施設整備における津波高の設定は、「下水道地震・津波対策技術検討委員会」の第３次提言も踏

まえ、作業員の安全確保対策も十分に考慮したうえで、今回の地震による津波高を基準とすることが合理

的である。

以上の、下水処理施設の津波対策に関する比較結果を表３に一覧として示す。

表３　下水道処理施設の津波対策

項　　目 完全地下式 遮水壁式 施設持上式 覆蓋式

概　　要

作業員の
安全確保 ○ ○ ○ ○

構造物の
破壊防止 ○ ○ ○ ○

設備類の
機能保全 △ ○ ○ △

建 設 費 × △ ○ △

維持管理費
（電力） △ ○ △ ○

維持管理性 × × ○ △

総合評価 × × ○ △
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なお、今回の地震における津波高及び今後想定される避難拠点については、図４のとおりである。

６．水処理施設の本復旧案（具体の位置及び施設配置）の選定について
　水処理施設の本復旧案については、復旧に要する工期、工事費や維持管理性などを総合的に評価・検

討する必要がある。本復旧案の検討対象の範囲を広げるため、現位置又はその周辺部から３つの候補地を

想定し、６つの案により比較検討を行った。

⑴ 候補地
図５に示す、以下の３つの区画を候補地として検討した。

①　現用地内

　　現用地内の北側部分（現在、生物反応槽、最終沈殿池のある敷地）

②　新用地（民地、保安林を用地取得）

　　汚泥処理施設西側に隣接する保安林（国有林）及び民地

③　海側用地

　　現用地東側（沿岸側）に隣接する本市所有の用地（現在は防潮林）

【各対策の特徴】
完全地下式：津波の波力を受けない。開口部（出入口等）から、緩やかに浸水のおそれがある。換気・脱

臭等の電力を要する。維持管理の制約が大きい。
遮 水 壁 式：津波高を上回る高さまで壁を立上げる。槽への出入りは壁を乗り越える形となり、上下方向

の移動量が増え、維持管理性に劣る。
施設持上式：作業基盤面が津波高を上回る高さまで槽を上げる。ポンプ揚程が高くなる分、電力を要する。

作業基盤面に上がる動線が生じる。
覆　蓋　式：津波圧に耐える蓋（天井）を設ける。開口部（出入口等）から、緩やかに浸水するおそれが

ある。

図４　津波高及び避難拠点（管理棟以外の避難拠点の位置は想定）
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⑵ 検討方法
まず、以下に示す６つの案について、概略的な比較検討を行い、２つの案に絞り込んだ。（第一段

階の比較検討）

その後、絞り込んだ２つの案について、維持管理性などの詳細な比較検討を行い、本復旧案を選定

した。（第二段階の比較検討）

図５　復旧位置の候補地
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⑶ ６つの案の概略平面図、概略平面図

第　２　案

第　１　案

現用地内にて新設（１階槽）
最初沈殿池（１階槽）　＋　生物反応槽（深槽）　＋　最終沈殿池（１階槽）

原形復旧
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第　４　案

第　３　案

現用地内にて新設（３階槽）
生物反応槽（深槽）　＋　最初沈殿池（１階槽）・最終沈殿池（２階槽）

現用地内にて新設（２階槽）
最初沈殿池（２階槽）　＋　生物反応槽（深槽）　＋　最終沈殿池（２階槽）
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第　６　案

第　５　案

海側用地にて新設
最初沈殿池（２階槽）　＋　生物反応槽（深槽）　＋　最終沈殿池（２階槽）

新用地にて新設
最初沈殿池（２階槽）　＋　生物反応槽（深槽）　＋　最終沈殿池（２階槽）



116

参
考
資
料

⑷ 第一段階の比較検討
津波対策、工期、概算工事費、維持管理費、維持管理性等の評価項目について比較検討を行った

（表４）。各案の評価は、次のとおりである。

・第１案：工期、概算工事費とも最も劣位であり、さらに現在簡易処理で使用中の最初沈殿池の復

旧工事は段階的施工が必要で時間を要する。

・第２案：工期、概算工事費とも劣位であり、特段の優位性が認められない。

・第３案：工期、概算工事費とも優位性があり、その他の項目でも問題点が認められない。

・第４案：工期・概算工事費とも優位性があるが、３階建構造のため最下槽の最初沈殿池の維持管

理性や維持管理費面での課題がある。

・第５案：管理棟や汚泥処理施設に最も近接した配置により維持管性は高いが、概算工事費が劣位

であり、用地取得に時間を要し、工期でも劣位である。さらに、管理棟・汚泥処理施設

の津波対策が必要である。

・第６案：工期は最も優位性があるが、管理棟・汚泥処理施設との距離や施設配置の影響により、

維持管理性及び津波圧へのリスクの点で劣位となる。

以上の比較検討により、優位性が高い第３案と第４案に絞り込み、より詳細な比較検討を行うこととした。
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表４　復旧案の比較検討結果

項　　目 第 １ 案 第 ２ 案 第 ３ 案 第 ４ 案 第 ５ 案 第 ６ 案

津
　
　
　
　
波
　
　
　
　
対
　
　
　
　
策

作業員安全確保
避難拠点に避
難（ ポ ン プ
棟、避難塔）

避難拠点に避
難（ポンプ・
ブロワ棟、避
難塔）

避難拠点に避
難（ポンプ・
ブロワ棟、避
難塔）

避難拠点に避
難（ポンプ・
ブロワ棟、避
難塔）

避難拠点に避
難（ポンプ・
ブロワ棟、避
難塔）

避難拠点に避
難（ポンプ・
ブロワ棟、避
難塔）

槽内への防水性
（最初沈殿池） △ △ △ △ △ △

（生物反応槽） △ △ ○ ○ ○ ○

（最終沈殿池） △ △ ○ ○ ○ ○

汚泥処理施設へ
の津波影響軽減 ○ ○ ○ ○ × ○

津波圧に対する
配置上の特徴 ○ ○ ○ ○ ○ △

工 期 約55ヶ月 約50ヶ月 約46ヶ月 約46ヶ月
約45ヶ月
用地取得

手続き除く
約41ヶ月

概 算 工 事 費 約930億円 約800億円 約660億円 約650億円 約710億円 約680億円

維
持
管
理
費

年間水処理電気料 約1.7億円 約1.7億円 約1.7億円 約1.7億円 約1.6億円 約1.8億円

維
　
持
　
管
　
理
　
性

日常の維持管理性
施 設 全 体 の 
管理の効率性
低い

施 設 全 体 の 
管理の効率性
低い

最初沈殿池の
管理の効率性
低い

最 初 沈 殿 池
（一部）の管
理の効率性低
い掻寄機等の
点検・清掃時
の対策必要

最初沈殿池の
管理の効率性
低い

最初沈殿池の
管理の効率性
低い

管理棟、汚泥処理
施設からの距離 ○ ○ ○ ○ ◎ ×

課
　
　
　
題

施工時の支障物 既設構造物、杭 既設構造物、杭 既設構造物、杭 保安林、水田 保安林

そ　　の　　他

最初沈殿池は
使用中のため
段階的施工が
必要

用 地 取 得 が
必要

新設流入渠が
既設放流渠の
下越し必要

総 合 評 価 × △ ○ ○ △ △



118

参
考
資
料

⑸ 第二段階の比較検討
①　第３案、第４案について、維持管理性、省エネルギー・創エネルギーの導入効果、想定外の災害

リスクへの対応の評価項目について詳細な比較検討を行った（表５）。

②　第３案は、第４案と比較して、作業員の安全衛生管理を含めた維持管理性並びに想定外の大規模

地震による災害リスク及び復旧の迅速性において優位性があり、概算工事費が第４案より８億円不

利であることを考慮しても、第３案の優位性はゆるがないものと考える。

　　以上のことから、南蒲生浄化センターの水処理施設の本復旧は、第３案を選定することが合理的

である。

７．自然エネルギーを活用した災害時の電力確保について
今回の地震では停電が長期にわたり、さらには自家発電機の燃料調達も困難な状況に陥ったことから、

被災時における電力確保の重要性が再認識されたところである。

南蒲生浄化センターの水処理施設の本復旧にあたっては、電力喪失時においても簡易処理が可能である

表５　第３案及び第４案の詳細比較結果

比 較 項 目 第　３　案 第　４　案

維持管理性
最初沈殿池

作業床や上槽底版に開口部を必
要に応じて設置できるため、
・水面確認等の点検や清掃の範

囲を広く取ることができる。
・修繕工事での機器・資機材の

搬入箇所を複数確保できる。
○

越流堰部以外に開口部を設置で
きないため、
・水面確認等の点検や清掃の範

囲が限定される。
・修繕工事での機器・資機材の

搬入箇所が限定される。
・槽内作業では第３案に比べ、

作業員の安全衛生管理に注意
が必要である。

△

上記以外の
水処理施設 第４案と同等。 ○ 第３案と同等。 ○

省エネルギー・
創エネルギーの
導入効果

太陽光発電、
小水力発電

施設配置上の条件が同等であ
り、第４案と大差ない。 ○ 施設配置上の条件が同等であ

り、第３案と大差ない。 ○

想定外の災害
リスクへの対
応

地　　震

最初沈殿池と最終沈殿池を分離
配置することから、
・躯体損傷時でも、沈殿処理機

能が同時に失われるリスクが
第４案より低い。

・復旧作業性に優れ、第４案よ
り早期の簡易処理運転が可能
である。

○

最初沈殿池と最終沈殿池を集約
配置することから、
・躯体損傷時に、沈殿処理機能

が同時に失われるリスクが第
３案より高い。

・最初沈殿池が最も深い位置に
あり、復旧作業に時間を要す
るため、簡易処理運転の再開
時期が第３案より遅れる可能
性が高い。

△

津　　波 覆蓋、施設持上で対応する。 ○ 覆蓋、施設持上で対応する。 ○

停　　電 太陽光発電により簡易処理動力
を確保する。 ○ 太陽光発電により簡易処理動力

を確保する。 ○

概算工事費※ 約662億円 約654億円

・第二段階では、第一段階における検討案に対し、以下の点の修正を行ったうえで、比較を行った。
・第３案について、最初沈殿池の覆蓋天井を津波高まで高くした。（概算工事費が２億円増加）
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という特長を活かすことが重要であるが、これに加えて、被災時の簡易処理による放流水質の向上を図る

ために、沈殿汚泥の引抜き等に必要な電力の確保を行うべきである。また、被災時の電力確保にあたって

は、自然エネルギーを積極的に活用すべきである。

以上の考え方に基づいて、敷地内での太陽光発電の導入可能性を検討したところ、被災時の沈殿汚泥の

引抜き等に必要な電力量を確保できることが確認された。

本復旧に際しては、災害時でも発電が可能な太陽光発電を導入し、災害に強い未来志向型の下水処理場

を目指すべきである。

８．環境負荷低減に向けた取組みについて
下水道事業は、環境負荷を低減する効果を持つ一方で、事業活動に伴い温室効果ガスを排出し、環境負

荷を増大させるという側面もあることから、今後の事業運営においては、更なる環境負荷の低減に取り組

むべきである。

被災前の南蒲生浄化センターの年間温室効果ガス排出量は、平成21年度実績で約53,000ｔ−CO2、この

うち電気使用による排出量は約15,000ｔ−CO2であった（図６）。

被災前の南蒲生浄化センターでは、省エネルギー機器への切り替えなどが進められ、同規模かつ同様の

処理方式の下水処理場と比較すると、表６に示すとおり、１㎥の下水処理に要する電力使用量が約７割程

度と、省エネルギー化が進んだ下水処理場であったことが確認される。

表６　１㎥あたりの電力使用量（平成20年度）

１㎥の処理に要する　
電力使用量（kwh/㎥）

備　考

南蒲生浄化センター 0.278
処 理 水 量：124,197千㎥/年
電力使用量：34,472千kwh/年
処 理 方 式：標準活性汚泥法

全国平均 0.379
処理水量が100,000千㎥/年以上の処理場で、
かつ、処理方式が「標準活性汚泥法のみ」
である処理場（７施設）

出典：平成21年度南蒲生浄化センター環境レポートより

図６　施設別の温室効果ガス排出量グラフ
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一方で、電気使用による温室効果ガス排出量（約15,000ｔ−CO2）のうち、主要な水処理機器からの排

出量が約５割を占めていることから（図６）、施設全体の改築が必要な水処理施設の本復旧にあたっては、

省エネルギー機器の更なる導入を図るとともに、太陽光発電、施設の嵩上げで生じる高低差を利用した小

水力発電など、自然エネルギーを積極的に活用すべきである。

水処理施設の本復旧により可能となる電力使用量・温室効果ガス排出量の削減効果は、南蒲生浄化セン

ター全体の約14％、水処理施設の約29％と試算されており（表７）、取り組む意義は大きいものと考える。

なお、汚泥処理施設については、被害が比較的軽度であったとはいえ、汚泥焼却機能が停止している状

況にあり、発生汚泥全量の埋立処分を行うことは困難である。これにより、埋立によるメタン等の温室効

果ガスの発生をもたらし、かつ、汚泥処分費が増加している状況を踏まえれば、汚泥焼却施設を原形復旧

して早期に再開する必要がある。また、下水道は有効活用すべき資源の宝庫であり、特に汚泥処理におけ

る環境負荷の発生割合が大きいことを考慮すれば、将来的には下水汚泥の資源循環利用をはじめとした新

たな技術の導入による環境負荷の更なる低減について検討するべきである。この点については、費用対効

果など事業経営への影響を見定めたうえで、中長期的な視点で、導入に向けて取り組む必要があるものと

考える。

仙台市が「人と自然が健全に共生し、かつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な、世界に誇り

うる都市」（仙台市環境基本条例に記載された理念）を目指すうえで、仙台市の下水道が積極的な役割を

果たすことを期待するものである。

表７　削減効果の試算

区　　　分 施　設　名
電力の使用削減量
又は供給量
（千kwh/年）

温室効果ガス
排出量削減効果
（ｔ−CO2/年）

省エネルギー

ブロワ室 約 1,740 約 820

主ポンプ室（＊１） 約▲ 160 約▲ 80

最終沈殿池返送ポンプ室 約 1,660 約 780

創エネルギー
太陽光発電（＊2） 約 540 約 260

小水力発電（＊3） 約 860 約 400

合　　　計 約 4,640 約 2,180

＊１ 　主ポンプについては、省エネ機器を導入するものの、揚程が高くなることから、電力使用量及び
温室効果ガスは削減されない見込み。

＊２　太陽光パネル設置面積を約9,000㎡として試算。
＊３　水量を3.47㎥/s（日平均水量）、有効落差を７ｍとして試算。

【 参　考 】

震災前の実績
電力使用量
（千kwh/年）

温室効果ガス排出量
（ｔ−CO2/年）

南蒲生浄化センター全体 約 32,720 約 15,750
うち、水処理施設のみ 約 15,350 約 7,390
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１．接触酸化法（揺動式生物膜法）とは
生物反応槽内に浸漬させたろ材（接触材）

の表面に付着した微生物により、有機物を吸

着分解して下水を処理する方式である。接触

ろ材に付着する微生物は、連続的にろ材から

剥離・吸着を繰り返し、ろ材の表面には常に

新しい微生物で覆われる。剥離した微生物

は、最終沈殿池で沈殿分離される。

分離された微生物の一部は、返送汚泥として生物反応槽にもどり、その他は余剰汚泥として引き抜か

れる。

２．ろ材の特徴
汚泥（微生物）の付着性が良い特殊アクリル繊維（ヨコ糸）と撥水性の高いポリエステル繊維（タテ

糸）から形成される。ヨコ糸は、ろ材の内部および表面に微生物が高濃度に保持させることにより、水

処理能力のアップ（水量、水質）、処理の安定化を図ることが可能になる。

３．装置の構成
ろ材は鋼製架台に固定され、処理槽内に設置され

る。ろ材の下部には、微生物の活動に必要な酸素を

送るための散気装置が設置される。

図ａ　処理フロー

図ｂ　ろ材への汚泥付着状況

図ｃ　ろ材（フレーム一体型）

２　接触酸化法（揺動式生物膜法）
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接触酸化法（揺動式生物膜法）の設置と運転状況

ろ材ユニット設置状況

自家発電設備

接触酸化運転状況
（平成24年１月31日から馴致運転　75,000㎥/日）

ブロア設備

３　段階的応急復旧の取組み
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４　仙台市下水道100日間の記録

日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
平成23年

３月11日㈮
・南蒲生浄化センターに取り残さ

れている職員並びに関係業者の
救出を自衛隊に依頼

・各工事現場の状況を確認

・協定に基づき協力業者が参集
・市内各地でマンホール隆起を確

認

・15時51分津波襲来
・職員の安否確認

・ポンプ場の被害状況を確認
・津波襲来により中野雨水ポンプ

場で職員等14名が孤立
・停電によりポンプ場等で自家発

電設備を使用した運転を行うた
め、燃料残量を確認

・津波対応のため、各雨水ポンプ
場放流ゲートを閉門

・六丁目ポンプ場の冷却水が枯渇
したため、主ポンプ２台のみを
運転

・広瀬川水管橋破損のため、郡山
ポンプ場から五ツ谷ポンプ場へ
の圧送停止

・鶴巻ポンプ場汚水圧送管に破損
の可能性があり、汚水流入ゲー
トを閉め圧送停止

・岡田ポンプ場及び荒浜ポンプ場
が津波被災のため遠方監視が不
能

地震発生

12日㈯ ・緊急調査を実施
・緊急調査結果に基づき１次調査

範囲、方法等を検討
・新潟市から先遣隊（下水道担当

１名）が到着
・大倉地区で公設公管理浄化槽の

被災を確認

・緊急調査を実施
・流域下水道区域の管渠内汚水滞

留は処理場のポンプ停止による
ものと確認

・旧放流渠ゲートを人力で15％開
放し、汚水の放流ルートを確保

・職員34名、業者67名が自衛隊
ヘリで救出

・設備管理センターに仮事務室を
設置

・ポンプ場等の緊急調査を開始
・中野雨水ポンプ場で孤立した職

員等が帰庁
・各ポンプ場等の燃料残量確認を

継続、燃料確保に注力
・六丁目監視センターのポンプ場

遠方監視が不能
・鶴巻ポンプ場自家発電設備が故

障のため、雨水流入ゲートを閉
鎖

・米ケ袋ポンプ場等の冠水・自家
発電設備が燃料切れにより停止
したため、流入ゲートを閉鎖

・みやぎ中山ポンプ場自家発電設
備が燃料切れにより停止したた
め、中山台調整池を沈殿池とし
て利用し、上澄水を放流

・広瀬川浄化センター自家発電設
備が故障

・上谷刈浄化センターが復電し通
常運転に復帰

・定義浄化センター受電盤の故障
に対応

２日目

13日㈰ ・市長に下水道施設の被災状況を
報告

・河川管理者等が河川への汚水緊
急放流に同意

・１次調査準備
・自家発電装置の重油が不足しポ

ンプ場が停止する恐れがあるた
め、NHKに対し節水呼びかけ
の放送を依頼

・国土交通省等と緊急災害対策に
ついて協議

・新潟市からの支援４名

・岩切駅前でのマンホール浮上に
バリケードを設置

・青葉区上愛子、中山２丁目地内
でマンホールポンプが停電によ
り停止したため、バキューム車
により汚水を吸引

・東部道路〜浄化センターの道路
が、瓦礫のため車両通行不能

・浄化センター内及びその周辺の
被災状況を確認

・放流水消毒用の固形塩素、次亜
塩素酸ナトリウムタンクを手配

・六丁目監視センターのポンプ場
遠方監視が復旧

・郡山ポンプ場が復電したが、郡
山監視センターのポンプ場遠方
監視が不能

・五ツ谷ポンプ場が復電し圧送を
再開

・鶴巻ポンプ場自家発電設備を修
繕

・澱、三居沢ポンプ場が復電し圧
送を再開

・梅田川第１ポンプ場等が復電し
通常運転に復帰

・中野ポンプ場、中野雨水ポンプ
場など海岸に近いポンプ場の津
波による浸水を確認

・広瀬川浄化センターが復電し通
常運転に復帰

・上谷刈浄化センターでし尿受け
入れを開始

・藤塚クリーンセンターの津波に
よる冠水、敷地陥没を確認

・ 重 油 補 充　 六 丁 目 ポ ン プ 場
（24.2㎘）、郡山ポンプ場（11㎘）、
人来田ポンプ場（2㎘）３日目

14日㈪ ・管路１次調査を開始
・新潟市からの支援11名
・施設１次調査（上谷刈浄化セン

ター）を実施
・七北田川堤防の応急復旧を宮城

県へ要望
・公設公管理浄化槽１次調査を開

始

・管路１次調査を開始
・青葉区桜ヶ丘４丁目地内での管

閉塞による汚水流出に対応
・泉区将監２丁目地内でのマン

ホール枠のずれにバリケードを
設置

・青葉区中山５丁目地内での管路
埋設路面の陥没にバリケードを
設置

・六郷小学校前のマンホールから
の汚水流出に対応

・旧放流渠ゲートを人力で30％ま
で開放

・汚泥等吸引のためダンパー車を
手配

・放流水の消毒を開始
・緊急一次処理ルートの確保に全

力

・六丁目ポンプ場自家発電設備停
止の原因調査を行い復旧

・鶴巻ポンプ場自家発電設備から
の潤滑油漏れに対応

・人来田ポンプ場自家発電設備の
故障に対応

・苦竹ポンプ場が復電し通常運転
に復帰

・館四丁目ポンプ場が復電し運転
再開

・北中山１丁目ポンプ場､ 泉中山
ポンプ場､ 早坂下ポンプ場、無
串ポンプ場が復電し通常運転に
復帰

・広瀬川浄化センターでの水処理
を再開

・みやぎ台汚水処理施設での水処
理を再開

・重油補充　六丁目ポンプ場（400
ℓ）４日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
15日㈫ ・管路１次調査を実施

・新潟市からの支援11名
・施設１次調査（秋保温泉浄化セ

ンター、人来田ポンプ場、農集
等）を実施

・広瀬川水管橋の水漏れを調査

・管路１次調査を実施
・避難所（西中田小）の下水詰ま

りに対応
・宮城野区福室６丁目地内の管路

埋設路面の陥没に対応
・太白区緑ヶ丘４丁目地内地滑り

箇所での汚水流出に2次災害防
止のため対応

・旧放流渠ゲートを50％まで開放
・陸上自衛隊が南蒲生浄化セン

ターへのアクセス道路の土砂瓦
礫撤去を24時間体制で開始

・給水タンク及び発電機を手配
・場内の被災状況を調査
・七北田川堤防復旧について県と

協議
・緊急放流ゲート撤去を業者へ依

頼

・鶴巻ポンプ場汚水沈砂池室の冠
水を確認

・人来田ポンプ場が復電し運転再開
・霞目ポンプ場自家発電設備の修

繕が完了し圧送を再開
・愛宕橋ポンプ場が復電し通常運

転に復帰
・広瀬川浄化センター汚泥脱水機

コンベアを修繕、自家発電設備
故障のため1,000kVA仮設発電
機を手配

・秋保温泉浄化センターが復電し
運転再開（次亜塩注入管破損の
ため固形塩素で代用）

・定義浄化センターが復電し運転
再開

・四ツ谷クリーンセンターの冠水
を確認

・重油補充　霞目ポンプ場（2㎘）５日目

16日㈬ ・管路１次調査を実施
・新潟市からの支援11名
・施設１次調査（六丁目ポンプ場、

設備管理センター等）を実施
・下水逆流の恐れがあるため節水

の呼びかけを報道機関に要請
・公設公管理浄化槽の１次調査に

電話調査を併用
・国土交通省及び日本下水道協会

に対し被災状況を説明

・管路１次調査を実施
・泉区南光台地内南光川への民家

ブロック塀等の落下に対応

・旧放流渠ゲートを70％まで開放
・場内の瓦礫撤去を開始
・被害状況の記録を開始
・南蒲生浄化センターへのアクセ

ス道路の土砂瓦礫撤去が完了

・六丁目ポンプ場が復電しポンプ
３台で運転

・鶴巻ポンプ場流入ゲートより水
漏れが発生

・富沢南ポンプ場地下室が浸水し
自家発電設備が断続的に停止、
復電後もポンプ以外使用できな
い状態

・富沢ポンプ場、人来田西ポンプ
場、長町第一ポンプ場が復電し
通常運転に復帰

・上谷刈浄化センターでのし尿受
入を臭気発生・水質悪化のため
中止

・重油移送（今泉雨水ポンプ場→
霞目ポンプ場3.9 ㎘、六丁目ポ
ンプ場→霞目ポンプ場0.8㎘）

・重油補充　六丁目ポンプ場（6㎘）６日目

17日㈭ ・管路１次調査を実施
・指定都市からの支援33名（４都

市）
・施設１次調査（五ッ谷ポンプ場、

澱ポンプ場等）を実施

・管路１次調査を実施
・太白区秋保町地内でのマンホー

ル浮上にバリケードを設置
・青葉区中山１丁目地内でのマン

ホールからの汚水流出に対応
・泉区陣ヶ原地内で発生した地滑

りによる下水管の分断を確認
・宮城野区福田町地内でのマン

ホール周辺の陥没に対応
・宮城野区鶴ヶ谷東４丁目地内で

の水路脇の建物基礎崩壊に対し
瓦礫撤去の上、仮設パイプ設置
により流下機能を確保

・泉区松森地内での管路埋設路面
の陥没、マンホール隆起にバリ
ケードを設置

・場内の被災状況を調査
・緊急放流ゲートの撤去が完了
・国土交通省、日本下水道協会が

現地調査を実施
・最初沈殿地に流入した瓦礫撤去

を業者へ依頼

・郡山監視センターのポンプ場遠
方監視が復旧

・鶴巻ポンプ場自家発電設備が断
続的に停止

・富沢南ポンプ場水位計故障のた
め手動運転を実施

・飯田団地ポンプ場、茂庭住宅団
地ポンプ場、庄松ポンプ場、落
合ポンプ場が復電し通常運転に
復帰

・広瀬川浄化センター主ポンプの
故障に対応

・上谷刈浄化センター終沈フライ
ト工事を実施

・小在家、井土クリーンセンター
の冠水、敷地陥没を確認

・井土２号ポンプ等の制御盤流出
を確認

・重油移送（南蒲生浄化センター
→霞目ポンプ場4㎘、鶴巻ポン
プ場4.6㎘）７日目

18日㈮ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援51名（７

都市）
・施設１次調査（郡山ポンプ場、

富沢ポンプ場等）を実施
・南蒲生浄化センターの復旧を日

本下水道事業団へ依頼

・管路１次調査を実施
・調査済マンホール672ヶ所中、

109ヶ所に軽微な損傷が判明
・宮城野区燕沢東２丁目地内県道

でのマンホール隆起にバリケー
ドを設置

・宮城野区岩切字水分地内での管
路埋設路面の陥没にバリケード
を設置

・泉区南光台４丁目地内での地滑
りによる下水管の破損、汚水流
出に対応

・青葉区中山４丁目地内での管路
埋設路面の陥没に対応

・市長が南蒲生浄化センターを視
察

・場内の被災状況、場外へ流出し
た車両を調査

・放流水の固形塩素消毒を開始
・発生した汚泥を最終沈殿池に仮

貯留

・鶴巻ポンプ場沈砂池室が浸水し
たためバキューム車で吸引、自
家発電設備が断続的に停止し汚
水流入渠から仮設ポンプにより
排水開始

・富沢南ポンプ場水位計が仮復旧
・霞目ポンプ場が復電し通常運転

に復帰
・広瀬川浄化センターの脱水汚泥

を石積処分場に搬出
・軽油移送（六丁目ポンプ場→鶴

巻ポンプ場：400ℓ）
・重油移送（南蒲生浄化センター

→鶴巻ポンプ場4.8 ㎘　霞目ポ
ンプ場3.9㎘）

・重油補充　鶴巻ポンプ場（1㎘）８日目

19日㈯ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援64名（10

都市）
・広瀬川水管橋を応急復旧し、名

取川左岸幹線での送水を再開

・水管橋、調整池等１次調査を実
施

・宮城野区岩切地内での下水管内
の汚水滞留に対応

・青葉区高野原３丁目地内での管
路埋設路面の陥没に土のう、バ
リケードを設置

・青葉区栗生２丁目地内での地滑
りによる水路の閉塞に土のうを
設置し流路を確保

・泉区松森地内での砂押川雨水幹
線の護岸崩落に対応

・宮城野区栄４丁目地内の中野雨
水幹線で被災して開口したマン
ホールにバリケードを設置

・場内の被災状況を調査
・最初沈殿池３、４系越流水路を

清掃
・次亜塩素酸ナトリウムタンクを

設置
・報道機関に場内を公開
・汚泥脱水のための移動脱水車を

手配

・六丁目監視センターの屋外給水
管を修繕

・鶴巻ポンプ場が復電し通常運転
に復帰

・富沢南ポンプ場除塵機・破砕機
の運転が不能なため、バイパス
水路を使用して運転再開

・日の出町公園調整池が復電し通
常運転に復帰

・今泉雨水ポンプ場、扇町雨水ポ
ンプ場が復電し通常運転に復帰

・広瀬川浄化センターでのし尿受
入を決定、脱水汚泥の搬出先を
石積処分場から葛岡工場へ変更

・重油移送（南蒲生浄化センター
→鶴巻ポンプ場：12.9㎘）９日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
20日㈰ ・管路１次調査を実施

・指定都市等からの支援69名（11
都市）

・施設１次調査（赤坂ポンプ場、
泉中山ポンプ場等）を実施

・南蒲生浄化センターの脱水汚泥
の処分を宮城県環境事業公社に
依頼（４月５日に受入不可との
回答）

・雨水調整池等１次調査を実施
・青葉区高松２丁目地内でのマン

ホール周囲の陥没に対応
・若林区沖野字舘東地内での管路

埋設路面の陥没にバリケードを
設置

・青葉区荒巻字青葉地内での下水
圧送管破損に対応

・場内の被災状況を調査
・自家発電設備の復旧工事を開始
・国土交通省・日本下水道事業団

が調査

10日目

21日㈪ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援82名（11

都市）
・施設１次調査（扇町ポンプ場、

霞目ポンプ場等）を実施

・調整池等１次調査を実施
・青葉区双葉ケ丘１丁目地内での

下水圧送管破損に対応
・宮城野区白鳥１丁目地内での汚

水流出に対応
・青葉区双葉ケ丘１丁目地内での

下水用地擁壁倒壊のため住民へ
避難を呼びかけ

・管理棟に発電機を設置
・最初沈殿池３、４系の清掃を開

始
・汚泥処理設備の仮復旧工事を開

始
・危険物の場外流出状況を調査

・今泉雨水№２ポンプ場主ポンプ
が冷却水配管破損により運転不
能

・笹屋敷クリーンセンター等の津
波による被災を確認

11日目

22日㈫ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援76名（12

都市）
・施設１次調査（広瀬川浄化セン

ター、定義浄化センター、今泉
ポンプ場等）を実施

・公設公管理浄化槽１次調査の結
果に基づき詳細調査を開始

・調整池等１次調査を実施
・泉区南光台５丁目地内南光川の

水路底のひび割れに対応
・青葉区昭和町地内での汚水流出

に対応
・泉区市名坂地内でのマンホール

隆起にバリケードを設置

・汚泥焼却炉の被災状況を調査
・最初沈殿池３、４系内の瓦礫撤

去が完了

・鶴巻ポンプ場汚水流入渠から仮
設ポンプを撤去

・冠水したみやぎ中山ポンプ場ポ
ンプ室からの排水を実施

・中野ポンプ場での仮設排水管工
事を開始

・広瀬川浄化センターにし尿処理
用ドラムスクリーンを設置

・重油補充　今泉雨水ポンプ場（2
㎘）

12日目

23日㈬ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援84名（12

都市）
・施設１次調査（中野雨水ポンプ

場、藤田クリーンセンター等）
を実施

・南蒲生浄化センターへの高圧電
線の緊急布設を東北電力に依頼

・青葉区中山５丁目地内下水管、
双葉ケ丘１丁目地内水路擁壁、
泉区旭丘堤２丁目地内下水管の
応急工事を実施

・吐口等１次調査を実施
・青葉区高野原３丁目地内での下

水圧送管破損に対応
・太白区秋保町長袋地内での道路

陥没による管きょのたるみに対
応

・泉区南光台南３丁目地内水路へ
のブロック塀落下に対応

・青葉区赤坂２丁目地内での最終
桝陥没に対応

・若林区上飯田地内の伏越管内の
油を中和処理

・青葉区高野原２丁目地内での汚
水流出による悪臭に対応

・津波の浸水高を調査
・最初沈殿池汚泥ポンプ室内の清

掃を開始

・津波被災ポンプ（中野ポンプ場
等）を調査

・中野ポンプ場上流部の汚水を吸
引

・今泉雨水ポンプ場放流渠蓋が津
波ではずれたため安全対策を実
施

・広瀬川浄化センターに仮設非常
発電機を設置

・軽油補充　中野ポンプ場（400
ℓ）

13日目

24日㈭ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援86名（12

都市）
・施設１次調査（中野ポンプ場、

岡田ポンプ場等）を実施
・市長へ補正予算（案）を説明

・下水道管理水路の１次調査を実
施

・南光川、八沢川でブロック破損、
ブロック塀倒壊、川底部破損等
を多数確認

・泉区南光台６丁目地内南光川へ
のブロック塀落下に対応

・宮城野区港２丁目地内での津波
流出物による福室雨水幹線の流
下阻害に対応

・放流水の水質を検査
・自動除塵機№５、№６を試験運

転
・最初沈殿池内の汚泥を最終沈殿

池に貯留
・最初沈殿池汚泥ポンプ室内の清

掃が完了

・みやぎ中山ポンプ場ポンプ室か
らの排水が完了

・中野ポンプ場ポンプ室からの排
水を開始

・上谷刈浄化センター消毒槽放流
管からの漏水に対応

・四ツ谷クリーンセンターでの水
処理を再開

・三本塚クリーンセンター等で開
口部を安全対策のため閉鎖

・計画停電に対応するため自家発
電設備の容量を調査

・広瀬川浄化センターでのし尿受
け入れを開始

14日目

25日㈮ ・管路１次調査を実施
・指定都市等からの支援87名（12

都市）
・施設１次調査（荒浜ポンプ場等）

が終了

・泉区高森７丁目地内でのマン
ホール内のひび割れに対応

・南蒲生浄化センター西隣保安林
内の流出車両を引き上げ

・水質検査室内部の被災状況を調
査

・郡山ポンプ場吐口付近の油に中
和剤を散布

・中野ポンプ場沈砂設備室内のヘ
ドロを除去

・中野雨水ポンプ場に漂着した油
タンクから流出した油に中和剤
を散布

・蒲生排水ポンプ場排水路の瓦礫
を撤去

・南蒲生環境センターがし尿を受
け入れを再開することとなり、
広瀬川浄化センターからドラム
スクリーンを移設

・荒浜雨水低地区ポンプ場等の津
波による被災を確認

・計画停電に対応するため重油・
軽油の残量を調査

15日目

26日㈯ ・管路１次調査が終了
・指定都市等からの支援60名（９

都市）

・泉区南光台４丁目地内での下水
管の破損による汚水逆流に対応

・自家発電設備用の重油を調達
・場外への流出物を調査

・井土クリーンセンター等の安全
対策を実施

・下飯田クリーンセンター内の瓦
礫を撤去

16日目

27日㈰ ・管路被害調査
・指定都市からの支援22名（５都

市）

・泉区南光台４丁目地内での宅内
の汚水滞留に対応

・津波の浸水高さが判明
・汚泥濃縮槽の清掃を開始

17日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
28日㈪ ・管路２次調査を開始

・指定都市からの支援17名（４都
市）

・公設公管理浄化槽の緊急修繕の
ため現場確認を開始

・宮城野区岩切字小児地内でのマ
ンホールからの汚水流出に対応

・若林区三本塚地内でのマンホー
ル周囲の土砂流出箇所にバリ
ケードを設置

・中野ポンプ場流入ゲート前から
仮設ポンプ２台で圧送桝に圧送
を開始

・中野雨水ポンプ場に流入した油
に中和剤を散布

・岡田ポンプ場沈砂池室からの排
水を開始

18日目

29日㈫ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援24名（６都

市）
・南蒲生浄化センターの仮設電力

についての協議を開始

・和田新田堀水路内の瓦礫撤去を
開始

・泉区松森字前田地内での汚水マ
ンホール隆起及び下水管の破損
に対応

・青葉区高野原１丁目地内での道
路崩落による下水管の破損に対
応

・若林区三本塚地内でのマンホー
ル周りの陥没に対応

・汚泥処理棟地下の清掃を開始 ・岡田ポンプ場に仮設ポンプ１台
を追加、排水先の水路に固形塩
素を投入

・小在家クリーンセンターの 瓦
礫を撤去

・藤田クリーンセンター１系列で
水処理を再開

・三本塚クリーンセンターの瓦礫
を撤去

19日目

30日㈬ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援27名（７都

市）
・郡山ポンプ場圧送管（水管橋）

調査が終了
・青葉区折立５丁目地内立入り規

制区域での給水開始に先立ち、
下水道被害調査を実施

・青葉区藤松地内水路脇の舗装ひ
び割れに対応

・青葉区中山５丁目地内での下水
管への土砂流入及び最終桝の破
損に対応

・場内の被災車両撤去を開始

20日目

31日㈭ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援29名（８都

市）
・施設２次調査事前調査を実施
・広瀬川水管橋修繕が完了
・太白区緑ヶ丘４丁目地内下水管

応急工事を実施

・太白区鈎取本町１丁目地内水路
の玉石積護岸の破損に対応

・青葉区双葉ケ丘地内での下水管
の漏水に対応

・汚泥処理棟１階を清掃
・国土交通省が調査

・中野雨水ポンプ場等の瓦礫撤去
を開始

・下飯田クリーンセンターでの水
処理を再開

・重油補充　富沢ポンプ場（1.5
㎘）、澱ポンプ場（4㎘）

21日目

４月１日㈮ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援33名（９都

市）

・和田新田堀水路瓦礫撤去中に遺
体を発見し警察に通報

・汚泥処理棟管廊の清掃を開始 ・広瀬川水管橋の修繕が完了し郡
山ポンプ場から五ツ谷ポンプ場
への圧送を再開

・軽油補充　中野ポンプ場（700
ℓ）、広瀬川浄化センター（800
ℓ）

22日目

２日㈯ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援33名（９都

市）
・多賀城市内での汚水流出防止の

ため、七北田左岸幹線（流域下
水道関連）から七北田川への汚
水緊急放流を宮城県が要請

・泉区南光台１丁目地内南光川沿
いの傾いたブロック塀を撤去

・国土交通省が調査

23日目

３日㈰ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援35名（９都

市）
・避難勧告地区の太白区緑ヶ丘4

丁目地内被害調査を実施

・場外流出物を調査

24日目

４日㈪ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援37名（９都

市）
・七北田川への汚水緊急放流につ

いて地元説明
・脱水汚泥処分について東京都等

と協議

・青葉区作並字岩谷堂地内での下
水管からの汚水流出に対応

・みやぎ中山ポンプ場主ポンプ電
動機を工場整備

・中野ポンプ場が復電し仮設ポン
プで自動運転

・井土クリーンセンターの瓦礫を
撤去し安全対策を実施

25日目

５日㈫ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援35名（９都

市）
・施設２次調査（中野ポンプ場、

岡田ポンプ場）を開始
・上谷刈浄化センター放流渠を修

繕

・宮城野区蒲生字北下河原地内の
津波で被災した樋門を修繕

・西原排水ポンプ場に漂着した車
両を中野雨水ポンプ場へ移動

・荒浜ポンプ場の瓦礫撤去を開始
・重油補充　六丁目ポンプ場（4

㎘）、五ッ谷ポンプ場（4 ㎘）、
苦竹ポンプ場（3.7㎘）

26日目

６日㈬ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援35名（９都

市）
・低地区等ポンプ場調査を実施
・避難勧告地区の太白区緑ヶ丘４

丁目地内の下水管修繕工事を開
始

・霞目ポンプ場建物周囲の地盤沈
下を調査

・青葉区川平１丁目地内での水路
法面の崩落に対応

・民間処分場での脱水汚泥受け入
れが決定

・鶴巻ポンプ場汚水除塵機、№１
コンベア電動機不良のため手掻
きで対応

・中野雨水ポンプ場ポンプ室が浸
水し仮設ポンプで排水開始

・西原排水ポンプ場等の瓦礫撤去
が完了

・荒浜ポンプ場へ流入した油に中
和剤を散布

・藤田１、２号ポンプ自動交互運
転を開始

27日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
７日㈭ ・管路２次調査を実施

・指定都市からの支援35名（９都
市）

・低地区等ポンプ場調査を実施
・避難勧告地区の太白区緑ヶ丘４

丁目地内の下水管修繕工事スケ
ジュールを町内会長へ説明

・岡田ポンプ場に主ポンプ用仮設
発電設備・仮設盤を搬入し、フ
リクト運転を開始

・荒浜ポンプ場ポンプ室からの排
水を開始

・重油補充　人来田ポンプ場（4
㎘）

・軽油補充　志波東ポンプ場（136
ℓ）、愛宕橋ポンプ場（250ℓ）、
霊屋ポンプ場（100ℓ）28日目　最大余震

８日㈮ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援37名（９都

市）
・低地区等ポンプ場調査を実施
・霞目ポンプ場の応急工事を実施
・次亜塩素酸ナトリウムの調達

を、各製造メーカーに依頼

・余震発生を受けて幹線の被害調
査を実施

・泉区長命ヶ丘東地内での下水管
破損による道路陥没に対応

・泉区南光台２丁目地内南光川へ
のブロック塀の落下に対応

・若林区荒井字丑の頭地内での管
路埋設路面の陥没に対応

・宮城野区福室３丁目地内での管
路埋設路面の陥没に対応

・余震発生を受けて緊急調査を実
施

・西原排水ポンプ場内で遺体を発
見

・梅田川第一ポンプ場、落合ポン
プ場自家発電設備の故障に対応

・軽油補充　国見第一ポンプ場
（300ℓ）

29日目

９日㈯ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援33名（７都

市）
・宮城県施工の七北田川緊急放流

施設が完成

・幹線の被害調査を実施 ・汚泥処理棟の換気設備を再稼働

30日目

10日㈰ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援30名（７都

市）

・自家発電設備を応急措置し再稼
動

31日目

11日㈪ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援19名（５都

市）
・施設２次調査（中野雨水ポンプ

場）を実施
・青葉区高野原２丁目地内での下

水管応急工事を実施
・公設公管理浄化槽の被災調査が

終了

・宮城野区岩切字入山地内での水
路の閉塞に対応

・泉区八乙女中央４丁目地内での
マンホール隆起に対応

・泉区長命ヶ丘東地内での管路埋
設路面の陥没に対応

・みやぎ中山ポンプ場の主ポンプ
電動機整備が終了・設置

・小在家クリーンセンターでの水
処理を再開

・笹屋敷クリーンセンター地下室
が再浸水

・荒巻青葉第二低地区ポンプ場へ
の流入管が破損し土砂が流入

・重油補充　長町第一ポンプ場
（10㎘）32日目

12日㈫ ・管路２次調査を実施
・指定都市からの支援16名（４都

市）
・施設２次調査（扇町雨水ポンプ

場）を実施
・苦竹ポンプ場のブロック塀が傾

斜したため応急工事を実施

・宮城野区白鳥１丁目地内下水道
用地の津波流出物を撤去

・自家発電設備用重油3㎘を調達
・被災車両を場内北に移動、90台

の車輌撤去が完了

・鶴巻ポンプ場のスキップホイス
ト試運転を実施

・みやぎ中山ポンプ場の手動運転
を開始

・蒲生排水ポンプ場への漂着車両
３台を中野雨水ポンプ場へ移動

・荒浜ポンプ場流入ゲート前に仮
設ポンプを設置

・重油補充　東郡山ポンプ場（1
㎘）、落合ポンプ場（2㎘）33日目

13日㈬ ・管路２次調査が終了
・指定都市からの支援16名（４都

市）
・施設２次調査（霞目ポンプ場、

富沢ポンプ場、岡田ポンプ場）
を実施

・太白区緑ヶ丘４丁目地内の下水
管修繕工事が完了

・地滑りが発生した高野原３丁目
地内で下水道修繕工事を開始

・中野ポンプ場建物周囲の地盤沈
下を調査

・宮城野区岩切字入山地内での管
路埋設路面の陥没に対応

・曝気槽の清掃を開始
・次亜塩素酸ナトリウムのタンク
（20㎥×２槽）を手配

・井土１号ポンプからの汚水吸引
を開始

・軽油補充　中野ポンプ場（440
ℓ）

34日目

14日㈭ ・指定都市からの支援13名（４都
市）

・施設２次調査（中野ポンプ場）
を実施

・国土交通省下水道部長が市長と
面談

・泉区南光台６丁目地内南光川へ
のブロック塀の落下に対応

・放流水の消毒剤を固形塩素から
次亜塩素酸ナトリウムへ切り替
え

・国土交通省下水道部長が南蒲生
浄化センターを視察

・鶴巻ポンプ場に汚水しさ搬出用
仮設シュートを設置

・中野ポンプ場沈砂池等を清掃、
並びに電気設備調査を実施

・双葉ケ丘１丁目低地区ポンプ場
圧送管を修繕

・重油補充 庄松ポンプ場（2㎘）35日目

15日㈮ ・指定都市からの支援13名（４都
市）

・第１次調査済み約1,400 ㎞のお
よそ80％を再度目視調査した結
果、宮城野区岩切、田子地区等
での再調査を決定

・施設２次調査（新田東雨水ポン
プ場、中野雨水ポンプ場）を実
施

・宮城野区燕沢前塚地内雨水幹線
の応急工事を実施

・公設公管理浄化槽26基の使用不
能が判明

・若林区遠見塚３丁目地内での名
取川左岸幹線鉄蓋の落下に対応

・仮設汚泥脱水設備の試運転を実
施

・管理棟防犯のため建物まわりを
万能板で仮囲い

・汚泥処理設備が仮復旧

・七北田川堤防復旧について県と
打合せ

・藤田クリーンセンター２系列目
の水処理を再開

・重油補充　霞目ポンプ場（2.7
㎘）

・軽油補充　三居沢ポンプ場（100
ℓ）ほか

36日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
16日㈯ ・管路第２回１次調査を開始

・指定都市からの支援37名（８都
市）

・太白区八木山南１丁目地内での
管路埋設路面の陥没に対応

・津波により被災した岡田会館（南
蒲生浄化センター地元還元施設）
について、ボランティアによる清掃
活動を実施

・高野原２丁目低地区ポンプ場に
仮設圧送管を敷設し運転を再開

37日目

17日㈰ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都

市）38日目

18日㈪ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都市）
・施設２次調査（新田東雨水ポン

プ場、霞目ポンプ場）を実施
・青葉区高野原３丁目地内の下水

管応急工事を実施

・泉区南光台５丁目地内南光川で
の水路底の破損に対応

・仮設汚泥脱水機の運転を開始 ・六丁目東低地区ポンプ場での桝
周辺の陥没による門扉開閉不能
に対応

39日目

19日㈫ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都市）
・施設２次調査（中野ポンプ場、

中野雨水ポンプ場）を実施
・太白区秋保町境野、馬場、長袋

地内の下水管応急工事を実施

・大雨のため汚水を最初沈殿池か
ら貞山運河へ緊急放流

・重油補充　米ヶ袋ポンプ場（360
ℓ）、みやぎ中山ポンプ場（420
ℓ）

40日目

20日㈬ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都市）
・施設２次調査（中野雨水ポンプ

場）を実施

・太白区門前町地内での管路埋設
路面の陥没に対応

41日目

21日㈭ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都

市）
・施設２次調査（西原排水ポンプ

場、北新田排水ポンプ場）を実施

・太白区二ツ沢地内水路への土砂
崩落に対応

・みやぎ中山ポンプ場に自動運転
回路を設置

・西原排水ポンプ場の水路周辺に
漂着した車両の撤去を開始

・軽油補充　折立ポンプ場（318
ℓ）、赤坂ポンプ場（102ℓ）42日目

22日㈮ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都

市）
・施設２次調査（霞目ポンプ場、

岡田ポンプ場、岡田会館）を実
施

・中野雨水ポンプ場の状況を多賀
城市に説明

・泉区南光台５丁目地内南光川底
部の破損に対応

・泉区北中山１丁目地内での管路
埋設路面の陥没に対応

・宮城野区燕沢２丁目地内での地
すべりによる人孔破損に対応

・貞山運河への緊急放流施設が完
成

・第三ポンプ棟の杭頭破損が判明
・南蒲生浄化センター全体が約60

㎝沈下したことが判明

・中野雨水ポンプ場仮設ポンプを
４台から６台へ増強

・北新田排水ポンプ場の瓦礫撤去
が完了

43日目

23日㈯ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都

市）44日目

24日㈰ ・管路第２回１次調査を実施
・指定都市からの支援37名（８都

市）

・内閣府、農林水産省及び国土交
通省副大臣が南蒲生浄化セン
ターを視察45日目

25日㈪ ・管路第２回１次調査が終了
・指定都市からの支援33名（７都市）
・施設２次調査（中野ポンプ場、

中野雨水ポンプ場）を実施
・南蒲生浄化センター復旧方針に

ついて日本下水道事業団と打ち
合わせ

・荒浜ポンプ場ポンプ井の水位が
上昇したため仮設ポンプを再設
置

46日目

26日㈫ ・太白区鹿野３丁目地内での管路
埋設路面の陥没に対応

・汚泥濃縮槽の清掃が終了 ・みやぎ中山ポンプ場主ポンプ２
台の運転を開始

・重油補充　上谷刈浄化センター
（2㎘）

・軽油補充　国見第二ポンプ場
（200ℓ）ほか47日目

27日㈬ ・若林区六丁の目南町地内での下
水管の破損による汚水滞留を原
因とする悪臭に対応

・みやぎ中山ポンプ場停止による
中山台調整池の沈殿池としての
利用について、住民説明会を開
催（放流水質及び完了後の調整
池の清掃等について）

・最初沈殿池汚泥かき寄せ機仮復
旧工事を開始

48日目

28日㈭ ・中山台調整池への薬剤散布を開
始

・重油補充 広瀬川浄化センター
（4㎘）49日目

29日㈮
50日目

30日㈯ ・中山台調整池への薬剤散布が終
了51日目

５月１日㈰ ・震災により一時中止していた通
常工事の再開を通知

・太白区向山３丁目地内水路への
ブロックの落下に対応52日目

２日㈪ ・泉区内調整池の第２次調査を実
施し異常のないことを確認

・汚泥および放流水の放射能測定
を開始53日目

３日㈫ ・宮城野区岩切字畑中地内での下水
管の破損による汚水滞留に対応

・中山台調整池下流部への薬剤散
布を実施

・汚泥処理棟地下２階を清掃

54日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
４日㈬ ・太白区緑ヶ丘３丁目地内での地

滑りによる下水管の破損に対応
・宮城野区鴻巣、若林区六郷地内

での管路埋設路面の陥没に対応

・姉妹都市リバーサイド市長が現
地を視察

55日目

５日㈭
56日目

６日㈮ ・宮城野区燕沢３丁目地内水路へ
のブロック塀の落下に対応

・太白区富沢４丁目地内での水路
底のひび割れに対応57日目

７日㈯
58日目

８日㈰ ・宮城野区岩切字台谷地地内での
管路埋設路面の陥没に対応59日目

９日㈪ ・和田新田堀樋門の早期復旧につ
いて県と協議

・太白区富沢１丁目地内水路のひ
び割れに対応

・汚水の滞水が確認された箇所の
再調査を行い支障のないことを
確認

・宮城野区燕沢３丁目地内水路に
落下したコンクリートガラを回収

・最初沈殿池汚泥ポンプベルトが
破断

・岡田ポンプ場地下室からのヘド
ロ除去を開始

60日目

10日㈫ ・汚水の滞水が確認された箇所の
再調査を行い支障のないことを
確認

・放流口の周囲など場内各所で陥
没を確認

61日目

11日㈬ ・中野雨水ポンプ場の復旧につい
て多賀城市と協議

・和田新田堀仮復旧工事について
県と協議

・仮設電力の受電を開始
・財務省主計局が南蒲生浄化セン

ターを視察

・西原排水ポンプ場仮設ポンプ４
台等が運転を開始

62日目

12日㈭ ・大雨対応 ・大雨対応
・泉区南光台地内南光川の護岸仮

工事を実施

・大雨対応
・大雨で最初沈殿池周囲の法面が

崩壊

・大雨対応

63日目

13日㈮ ・宮城野区扇町３丁目地内で突出
した人孔鉄蓋への車両接触事故
発生に対応

・大雨のため最初沈殿池から貞山
運河へ汚水を緊急放流

・藤塚クリーンセンター前処理室
の清掃等が終了

64日目

５月14日㈯ ・汚泥処理棟地下及び管廊の清掃
が終了65日目

15日㈰
66日目

16日㈪ ・第１次災害査定（１日目） ・汚泥からセシウム134　461Bq/
㎏、セシウム137 743Bq/㎏を検
出（ヨウ素131は不検出）

・中野雨水ポンプ場の瓦礫を蒲生
海岸公園へ搬出

67日目

17日㈫ ・第１次災害査定（２日目） ・宮城野区蒲生字北城道田地内調
整池での悪臭に対応

・自家発電設備の復旧工事が完了
68日目

18日㈬ ・第１次災害査定（３日目） ・和田新田堀樋門の仮復旧工事を
開始

・南蒲生第２低地区ポンプ場等での
腐敗した汚水に固形塩素を投入69日目

19日㈭ ・合流下水道地区管路１次調査を
開始

・泉区鶴ヶ丘２丁目地内水路擁壁
の亀裂に対応

・遠心脱水機の試験運転を実施
70日目

20日㈮ ・合流下水道地区１次調査管路を
実施

・中野雨水ポンプ場の復旧につい
て多賀城市と協議

・宮城野区燕沢２丁目地内水路擁
壁の亀裂に対応

・設備管理センター内の仮事務室
を撤収

・暫定処理方法について日本下水
道事業団と打合せ

・荒浜ポンプ場の主ポンプ１台を
仮設発電機で運転開始

71日目

21日㈯
72日目

22日㈰ ・合流下水道地区１次調査管路を
実施73日目

23日㈪ ・合流下水道地区１次調査管路を
実施

・中野雨水ポンプ場の復旧につい
て多賀城市と協議

・六郷堀、名取川、旧笊川の雨水
吐口の調査を実施

・旧放流渠の被災状況を調査 ・笹屋敷クリーンセンター等前処
理室の排水、清掃を実施

74日目

24日㈫ ・合流下水道地区１次調査管路を
実施

・第２回「下水道地震津波対策技
術検討委員会」が仙台で開催

・泉区南光台３丁目地内南光川玉
石積の亀裂に対応

・遠心脱水機の24時間運転を開始
・「下水道地震津波対策技術検討

委員会」が南蒲生浄化センター
を視察

・米ヶ袋ポンプ場排気塔の崩壊を
確認

・岡田砂山低地区ポンプ場の点検
等を実施

・下水道地震津波対策技術検討委
員会が中野雨水ポンプ場を視察75日目

25日㈬ ・合流下水道地区１次調査管路を
実施

・泉区南光台６丁目地内南光川の
擁壁の亀裂に対応

・北新田排水ポンプ場水路及びポ
ンプ井の水替えを開始76日目

26日㈭ ・合流下水道地区管路１次調査が
終了

・汚泥ポンプピットへの汚泥堆積
により送泥が不能

・北新田排水ポンプ場水路内から
被災車両を撤去77日目

27日㈮ ・泉区北中山１丁目地内で下水管
等の修繕工事を実施

・荒浜ポンプ場の主ポンプ２台を
仮設発電機で運転78日目
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日　　付 本　　庁 下水道管理センター 南蒲生浄化センター 設備管理センター
28日㈯

79日目

29日㈰
80日目

30日㈪ ・台風２号対応 ・台風２号対応
・宮城野区自由ヶ丘地内の市道に

地震でできた亀裂に雨や溢れた
汚水が流入し法面が崩落

・台風２号対応
・台風のため最初沈殿池から汚水

が流出

・台風２号対応
・荒浜ポンプ場地下室のヘドロを

撤去
・重油補充　新田東ポンプ場（4㎘）81日目

31日㈫ ・阿武隈川下流流域下水道仙台ポ
ンプ場前のマンホールから汚水
が流出82日目

６月１日㈬ ・南蒲生浄化センターでの暫定処
理方法について日本下水道事業
団と打合せ

・設備管理センター建物に係る被
害状況の測量調査を実施

・仙台ポンプ場前での汚水流出に
ついて名取土地改良区へ状況を
説明

・最初沈殿池の清掃が終了

83日目

２日㈭ ・泉区南光台２丁目地内南光川の
被害箇所を点検

・最初沈殿池全槽の清掃が終了し
復旧工事が始まるにあたり水質
調査を実施84日目

３日㈮ ・太白区緑ヶ丘３丁目地内での下
水管破損による道路陥没に対応

・北新田排水ポンプ場水路及びポ
ンプ井の水替え作業が終了85日目

４日㈯ ・最初沈殿池汚泥ポンプの閉塞の
ため排泥作業を実施86日目

５日㈰
87日目

６日㈪ ・宮城野区蒲生字北城道田地内の
調整池に堆積したヘドロの悪臭
対策のため薬剤散布を実施

・重油補充　六丁目ポンプ場（10㎘）

88日目

７日㈫ ・蒲生排水ポンプ場に仮設ポンプ
を設置

・北新田排水ポンプ場へ屋外水中
ポンプ用配管を設置

・中野雨水ポンプ場等の電力引込
柱を設置89日目

８日㈬ ・管路第３回１次調査を開始
・下水道施設基準点測量を開始
・日本下水道事業団と南蒲生浄化セ

ンターの施設配置について打合せ

・宮城野区小鶴字高野、岩切字大
井地内のマンホールから水田へ
の汚水流出に対応

90日目

９日㈭ ・管路第３回１次調査を実施
・下水道施設基準点測量を実施

・流入堆積土砂で沈砂池が満杯状態
91日目

10日㈮ ・下水道施設基準点測量を実施 ・仙台ポンプ場前での汚水流出に
対応（清掃・消毒を実施）

・福室１号雨水幹線内の行方不明
者捜索のため水替作業を開始

・蒲生排水ポンプ場に仮設発電機
を設置

・緑ヶ丘４丁目低地区ポンプ場の
浚渫を実施92日目

11日㈯ ・下水道施設基準点測量を実施 ・筑波大学が「藻類バイオマス」調査
のため南蒲生浄化センターを視察93日目

12日㈰ ・下水道施設基準点測量を実施
94日目

13日㈪ ・管路第３回１次調査を実施
・下水道施設基準点測量を実施

・宮城野区栄４丁目地内の側溝土
砂を浚渫

・国施工の防潮堤工事用道路調査
に立会い

・北新田排水ポンプ場の電力引込
柱を設置

・荒浜ポンプ場が復電し仮設発電
機から切り替え95日目

14日㈫ ・管路第３回１次調査を実施
・下水道施設基準点測量を実施
・第１回「南蒲生浄化センター復

旧方針検討委員会」を開催96日目

15日㈬ ・下水道施設基準点測量を実施
・広瀬川浄化センターで接触酸化

法の実験を開始

・和田新田堀の土砂浚渫を実施
・太白区松ヶ丘地内の下水管を修繕

・害虫対策のため場内消毒を実施
・脱臭剤散布用の散水装置を設置

・蒲生排水ポンプ場が仮設ポンプ
等で運転を開始

・笹屋敷クリーンセンターが仮設
盤で運転開始97日目

16日㈭ ・管路第３回１次調査を実施
・下水道施設基準点測量を実施

・脱水汚泥仮置き場の造成工事を開始
・アメリカ土木学会が南蒲生浄化

センターを視察

・北新田排水ポンプ場に仮設ポン
プを設置

98日目

17日㈮ ・下水道施設基準点測量を実施 ・福室１号雨水幹線内の行方不明
者捜索を開始

・青葉区高松２丁目地内での管路
埋設路面の陥没に対応

・最初沈殿池に貯留している汚泥
の消臭対策、脱水試験を実施

・曝気槽杭の損傷を確認

・北新田排水ポンプ場が復電し仮
設ポンプ２台で運転再開

・落合ポンプ場バイパス水路に流
入した油に中和剤散布、オイル
フェンス等で対応

・笹屋敷１、２、３、４号ポンプが
復電し仮設制御盤で運転を再開

・三本塚クリーンセンターでの水
処理を再開

・三本塚４、５号ポンプが復電し
仮設制御盤で運転を再開99日目

18日㈯ ・下水道施設基準点測量を実施 ・青葉区宮町２丁目地内での管路
埋設路面の陥没に対応

・防臭対策のため仮置きしている
脱水汚泥を防水シートで被覆

・放流水消毒用の次亜塩素酸ナト
リウムタンクを設置100日目
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